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１．介護保険制度の法改正とシステム化対応について

2

介護保険制度は､３年に１度､大きな法改正があり、介護保険システム(*)の改修が必要

平成１２
（2000）
年度

平成１７
（2005）
年度

平成１８
（2006）
年度

平成１９
（2007）
年度

平成２０
（2008）
年度

平成２１
（2009）
年度

平成２２
（2010）
年度

平成２３
（2011）
年度

平成２４
（2012）
年度

平成２５
（2013）
年度

平成２６
（2014）
年度

平成２７
（2015）
年度

平成２８
（2016）
年度

平成２９
（2017）
年度

平成３０
（2018）
年度

第１期 第２期 第３期事業計画期間 第４期事業計画期間 第５期事業計画期間 第６期事業計画期間 第７期

H12/4

▲法施行 ▲
改正法
成立

H17/6 H18/4

▲
改正法
施行

・介護報酬改定
・利用者負担軽減施策

・激変緩和措置

・介護報酬改定
・保険料の多段階化
・訪問調査項目見直し

・新予防給付開始

・介護/後期/国保
特別徴収一本化

・特徴捕捉複数化

・激変緩和
措置延長

・高額医療･高額介護合算
療養費制度（H21/8～支給）

・介護報酬改定
・所得段階の多段階化
・訪問調査項目見直し

▲
改正法
成立

H20/5

▲
改正法
成立

H23/6H21/5

▲
改正法
施行

▲
改正法
施行

H24/4

▲
改正法
成立

H26/6

▲
改正法
施行

H26/4

▲
改正法
成立

H29/6

▲
改正法
施行

H30/4

・介護報酬改定
・保険料の上昇緩和

・介護報酬改定
・低所得者保険料
軽減拡充
・補足給付の要件に
資産などを追加

・介護報酬
改定

・医療と介護の連携強化
→地域包括ケア推進
→複合型サービス開始
→介護予防・日常生活支援
総合事業の導入

・地域包括ケア構築と
費用負担公平化
→予防給付を地域支援
事業に移行し多様化

→低所得者保険料軽減拡充
→一定以上所得の利用者の
自己負担を２割へ引上げ

→補足給付の要件に
資産などを追加

・介護報酬改定

・保険者機能強化
・新たな介護保険
施設を創設
・２割負担者の
うち特に所得
が高い層を
３割負担

・介護保険制度は､３年間の事業計画期間の前年度に改正法が成立し、準備期間を経て

介護報酬改定対応､保険料計算式変更対応､負担軽減変更対応､負担割合変更対応等、

業務要件毎の本稼働日に間に合せるよう､大よそ4月1日の前後半年間にて､システムの

法改正対応版をベンダーからリリースし、介護保険システムに適宜反映しています。

※ 改正法施行日は､改正項目毎に異なるため､介護保険システムの法改正版についても､段階的なリリースが一般的
※ 改正法の共通仕様のうち､給付費のシステム共通仕様は､厚生労働省､国保中央会､JAHIS（一般社団法人保健医療福祉情報システム工業会､以下JAHIS）で構成
されてる介護保険システム検討委員会で検討し決定している。保険料や要介護認定等のその他の事務の共通仕様は､厚生労働省とJAHISで検討し決定している。

(*)介護保険者向けの介護保険事務処理システムを介護保険システムと略します。



© Hitachi, Ltd. 2018. All rights reserved.

２．介護保険システムの全体像と他（多）システムとの連携について

3

介護保険システムは､自治体内部・外部の多くのシステムとデータ連携しています。

介護
被保険者 第１号被保険者 第２号被保険者

住
民

市
区
町
村

（
広
域
連
合
含
む

）

住民､住民税､国保､
後期高齢システム

住民情報
基幹系システム 住記・住民税

国保・後期高齢
データベース

介護保険システム

・資格(取得喪失等)
・保険料賦課/収納
・要介護認定管理
・受給者管理
・給付実績管理
・事業統計管理
データベース

住民異動情報 ・住民税情報
国保･後期高齢資格/賦課情報
介護資格・要介護認定情報

広域連合の場合は、各市町村と連携

≪特徴≫
基準日判定や
遡及処理の
ため異動履歴
を厳密に管理
（累積）する
必要がある
システム

・資格管理機能

資格異動情報や介護世帯等を管理します。

・保険料賦課/収滞納管理機能（※１）

介護世帯と住民税情報等を元に､保険料額・
徴収方法を決定し､収納履歴等を管理します。

・要介護認定機能（※２）／受給者管理機能

訪問調査、要介護認定情報を管理します。
受給者の負担割合等の情報を管理します。

・給付実績管理機能

現物給付・償還払いや高額介護サービス費
等の情報を管理します。また国保連合会との
給付実績情報の連携を行います。

・事業統計管理機能

事業月報・年報の集計を行います。

国民健康保険団体連合会

※１：税側で介護保険料を含めた統合収滞納管理を行っている市区町村の場合は、収滞納情報を連携します。
※２：要介護認定審査会システムを導入している市区町村の場合は、資格・要介護認定情報を連携します。

また､被災者支援システム等､各種福祉システムと、要介護認定者情報を連携するケースがあります。

年金保険者

・特別徴収機能

・審査支払機能

・共同委託機能

特別徴収情報

特別徴収情報

要介護認定情報

給付実績情報

介護サービス事業者

・介護サービス
請求機能

介護サービス実績情報
審査支払システム処理
結果情報

金融機関

・普通徴収
（口座振替等）

普通徴収
情報

要介護認定申請 被保険者証・保険料納付書・要介護認定結果通知等

介護保険システム全体イメージ図

事業者からの介護サービス提供

介護保険料支払い（普通徴収）
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３．介護保険システムのカスタマイズ特徴について
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介護保険事務は､以下の特徴があり､独自カスタマイズの機能要件となっています。

１．全国に介護保険広域連合がある

・広域連合内の被保険者を所属市町村毎に管理する機能が必要
・所属市町村の住記・住民税システム等と、個々に情報連携を行うカスタマイズが必要

２．「料」の収滞納管理の取扱いが市区町村独自のケースがある

・税側で､統合収滞納管理を行っている場合､介護保険料の賦課・収滞納情報を連携するための
カスタマイズが必要 （税側の統合収滞納管理システムの仕様に合わせることが多い）

３．要介護認定審査会システムを別システムとしている市区町村独自のケースがある

・要介護認定審査会事務に特化した別システムを導入している市区町村の場合、個別に要介護
認定情報等を介護保険システムと連携させるカスタマイズが必要

４．医療機関（地区医師会）との調整が必要なケースがある

・主治医意見書の様式や､記入依頼方法（依頼書）が､その市区町村独自のケースがあり､かつ､
市区町村の判断だけでは変更できないケースがある

介護保険システムは、３年に１度の法改正対応があることや、住民向け帳票の文言変更等、一般的
なカスタマイズを行っていること以外に、以下のような住記・税システムと異なる特徴があります。

５．他システム連携が多く、仕様調整が必要なケースがある

・住記､住民税､国保､後期高齢､各種福祉システム等、他システム連携が多く、DV情報等の運用
が自治体毎に異なっている情報連携もあるため､導入時の仕様調整や維持作業量が多い
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４．自治体規模とカスタマイズ規模の関連性について
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政令市・中核市等の大規模自治体ほど、カスタマイズ規模が大きくなります。

介護保険制度は比較的新しく、当初からコンピュータシステムを前提とした事務運用
であったが、大規模自治体ほど、パッケージシステム導入時のカスタマイズは大きい

・平成11年10月の準備認定､平成12年4月の制度施行（保険料徴収開始、介護サービス開始）
に向けて､介護保険システムで保有すべき情報項目は厚生労働省介護保険課長会議資料等
で示され､各市区町村で一斉に介護保険システムを導入した。

・平成11年当時は､WindowsNT(R)4.0版､UNIX版､オフコン版の介護保険システムを各ベンダー
がパッケージとして販売・導入していたが､多くの大規模自治体は、ホスト版介護保険システム
を独自に開発・導入していた。

・大規模自治体では､それぞれの裁量の元､保険料期割計算式､要介護認定事務運用､介護サー
ビス償還払い事務運用等を決定し､ホスト版介護保険システムを開発する必要があった。

・また政令市毎に､区毎の事務権限が異なっていたり､同一政令市内においても区毎の事務運用
が異なるケースがあった。 （⇒カスタマイズ要因）

・さらに中核市では福祉事務所にて各種受付事務を行うケースもあり､独自の権限管理機能等が
求められるケースがあった。（⇒カスタマイズ要因）

介護保険システムの生い立ちから要因を考察
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５．介護保険システムの標準化範囲について
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標準化範囲は､自治体内部・外部システムを巻き込むことで効果が高くなると推測

介護保険システムは､既存の情報連携先システムを含めた標準化と､現在ペーパー運用している
情報連携先との新たなシステム連携標準化を複合的に推進することで､効果が高くなると考えます。

住民情報 基幹系システム

住民､住民税､国保､後期高齢システム
収滞納システム、各種福祉システム

住記・住民税
国保・後期高齢
データベース

介護保険システム

・資格(取得喪失等)
・保険料賦課/収納
・要介護認定管理
・受給者管理
・給付実績管理
・事業統計管理

データベース

住民異動情報 ・住民税情報

国保･後期高齢資格/賦課情報

介護保険料収滞納情報

介護資格・要介護認定情報

介護サービス事業者

・介護事業者向け
介護保険システム

住民 （介護被保険者・ご家族）

オンライン申請だけ
ではなく､介護保険者
からの結果通知書や
勧奨通知書を電子化
(標準化)してはどうか。

ケアマネジャー等が
介護保険者の決定
情報を住民から聞き
取りし、事業所に持ち
帰る運用を無くしては
どうか。（※）

第三者機関（案）

・介護事業者向け
情報連携システム

(仮称)
住民と契約済の
事業者へ要介護
認定情報等を
日次処理で連携
してはどうか。

上記（※）の事務運用の代わりに、
介護保険者から直接/間接的に、
契約済み被保険者の要介護認定
情報等を、電子データで受理する
新たな標準化を行ってはどうか。

直接方式

間接方式

≪既存事務処理の標準化案≫ ≪ペーパー前提の事務処理を見直す標準化案≫

①介護保険システムへ提供する住民記録
情報や住民税情報として､過去10年分の
異動履歴を保有してはどうか。
（介護保険システム更新時､過去の異動履
歴が無いことによるデータ整備不良防止）

②介護保険システムと連携する情報項目
も標準化してはどうか。

基幹系システムの対応(案)

システム間連携インターフェースも標準化
してはどうか。

その他の対応(案)

①各種帳票に記載すべき項目や文字
サイズを見直し､標準様式を再定義

②データベースから職員がCSV出力可能
な項目を標準化しEUCを推進

③採用パッケージ機能に合わせた組織や
権限、運用方法見直しの推進

④便利機能の費用対効果指針提示

介護保険システムの対応(案)

等
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６．標準化実現に向けた方策案について
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法改正対応コアエリアと､介護保険者裁量エリアを明示的に分離した標準化方策案

システム開発ベンダー

開発者 官報等

改正内容

法改正版
パッケージ
システム
プログラム

法・制度準拠業務対応プログラム
（コアロジック：カスタマイズ不可）

共通機能

資格機能

賦課機能

収納機能

認定機能

受給機能

給付機能

統計機能

・・・
・・・

・・・
・・・

法改正対応コアエリア
改正法各条文の施行日
に合わせて、段階的に
法改正版を提供・組込み

パラメータ設定によるプログラム機能切替

市区町村条例による設定 運用形態による設定

介護保険者（市区町村・広域連合）

パラメータを設定し、システムを利用

帳票レイアウト修正

ＥＵＣ機能

機能追加

（カスタマイズ可能）

標準化検討① 標準化検討②

介護保険システムの標準化は､『①法改正対応が必要なコアエリア』、『②介護保険者裁量エリア』、
『③官民事務負担軽減エリア』の３つに分類・整理して、検討する方策案が考えられます。

介護保険者裁量エリア

裁
量
用

イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス

介護保険システム

どの程度の裁量を許容
するかは、具体例を用
いた詳細なガイドライン
が必要と考えられる

法改正に極力影響
されないカスタマイズ
機能やＥＵＣ機能を利用

住民（介護被保険者・ご家族）

官民事務処理軽減エリア

標準化検討③

介護サービス事業者

第三者機関（案）

・介護事業者向け
情報連携システム

(仮称)

・介護事業者向け
介護システム

現在ペーパー運用している
事務運用を電子申請・通知
化することで、官民双方で
事務負担を軽減可能




